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【手続補正書】
【提出日】令和3年4月20日(2021.4.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中心軸線回りに回転可能な工具本体の先端側外周面に所定間隔を開けて螺旋状に形成さ
れた複数の外周刃と、該外周刃の回転方向前側に形成された切り屑排出溝と、前記工具本
体の先端面に形成されていて前記外周刃に連続する複数の底刃と、を有する切削工具であ
って、
　前記外周刃の外周すくい面を有する前記切り屑排出溝は、
　前記先端面から後端側まで延びる第一フルート溝と、
　前記第一フルート溝の先端側領域を切除して形成されていて前記第一フルート溝より短
い長さとされ且つその後端が前記第一フルート溝に接続されている第二フルート溝と、を
備え、
　前記第二フルート溝は前記第一フルート溝の外周すくい面側から外周逃げ面に到達する
まで周方向に形成されていることを特徴とする切削工具。
【請求項２】
　前記工具本体の中心軸線に直交する断面視で前記中心軸線と前記外周刃を結ぶ半径長さ
をＤ／２として、
　前記第二フルート溝を有する前記外周刃の外周逃げ面方向に２０°の角度では、前記外
周面は前記中心軸線からの長さが前記半径長さＤ／２の８８％～９７％の肉厚を有し、
　前記外周刃の外周逃げ面方向に３０°の角度では、前記外周面は前記中心軸線からの長
さが前記半径長さＤ／２の７８％～９３％の肉厚を有している請求項１に記載された切削
工具。
【請求項３】
　前記工具本体の先端面近傍における中心軸線に直交する断面において、前記外周刃の外
周すくい面には前記第一フルート溝と前記第二フルート溝との境界に交差突部が突出して
形成されている請求項１または２に記載された切削工具。
【請求項４】
　前記交差突部は前記中心軸線と外周刃とを結ぶ仮想線に対して５°以下突出していると
共に、前記中心軸線から外周刃までの半径長さＤ／２の６５％以上の位置に形成されてい
る請求項３に記載された切削工具。
【請求項５】
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　前記中心軸線と前記外周刃を結ぶ半径長さをＤ／２として、
　前記第二フルート溝の領域における第一の芯厚は０．５５Ｄ～０．７０Ｄの範囲に設定
され、
　前記第二フルート溝より後方で前記第一フルート溝の領域における第二の芯厚は０．６
０Ｄ～０．８０Ｄの範囲に設定され且つ前記第一の芯厚より０．０５Ｄ以上大きい請求項
１から４のいずれか１項に記載された切削工具。
【請求項６】
　前記第二フルート溝の長さは先端面から０．５Ｄ～１．５Ｄまでの範囲に設定されてい
る請求項１から５のいずれか１項に記載された切削工具。
【請求項７】
　先端側の前記外周逃げ面の周方向の幅は０．０５Ｄ～０．２５Ｄの範囲に設定されてい
る請求項１から６のいずれか１項に記載された切削工具。
【請求項８】
　前記複数の底刃は不等分割され、前記複数の外周刃は不等リードに設定されている請求
項１から７のいずれか１項に記載された切削工具。
【請求項９】
　前記外周刃のすくい角が０°を超えている請求項１から８のいずれか１項に記載された
切削工具。
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